
寒河江市いこいの森に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

 

令和８年３月１９日 

 

寒河江市長  齋  藤  真  朗 

 

 

 

寒河江市規則第９号 

 

寒河江市いこいの森に関する条例の施行規則の一部を改正する規則 

 

寒河江市いこいの森に関する条例の施行規則（平成３年市規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

様式第１号から様式第５号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に残存する改正前の様式による用紙は、必要な改定

を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。 


